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環境方針 

 

環境基本理念 

 

我社は各種キャスターの販売を通じて 地球環境における責任を厳粛に受け止め 環境

との調和をはかり 資源の有効利用をはかるとともに 環境負荷の低減に努力致します 

 

環境方針 

 

１． 環境関連法規に対し遵守します 

２． 環境目標を定め継続的に努力します 

３． 次の事項に重点的に取組みます 

① CO2 削減に努めます 

② 廃棄物排出量の抑制に努めます 

③ 節水に努めます 

④ エコキャスターの普及に努めます 

⑤ 事務用品のグリーン購入に努めます 

４． 環境レポートを公表し 広く地域住民との環境コミュニケーションに努めます 

５． 環境方針は、すべての職員に周知します 

 

 

            制定日：２００７年１２月２５日 

            改定日：２０１２年０４月０１日 

太洋工業株式会社 

                  代表取締役  椙山 篤 
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２．登録事業所の概要 

（１） 事業者名及び代表者名 

 太洋工業株式会社   代表取締役 椙山 篤 

（２） 所在地 

 〒462－0007 名古屋市北区如意 2 丁目 90 番地 3 

（３） 環境保全関係の担当者・連絡先 

 環境管理責任者 椙山智子 

 連絡先：℡（052）902－0753 Fax（052）902－2961 Email：taiyok@d9.dion.ne.jp 

（４） 事業内容：各種キャスターの卸売り 

（５） 事業の規模：従業員 4 名  売上高   3 億円  述べ床面積 67 ㎡ 

３．対象範囲: 全組織・全活動 

４．環境目標と実績（削減率は 2014 年度を基準とし、0.5％/年(毎年上積み)減とする。 

  ・但しエコキャスターは「2015 年度実績 219,490 個/年」を基準とし、毎年度の実績の 10％

年増(毎年)とする。 

  ・2015 年度より水道使用量、及び、紙使用量は削減限度の数値となっている為、維持管 

項目とし、削減目標の対象から除外した。） 

 

 

2014年

度 

2018 年度 2019 年度 2020 年

度 

 実績 目標 実績 目標 目標 

CO２削減 使用量（kg- CO2）  10,004 9,805 11,049 9,757 9,709 

化石燃料 電力 使用量（Ｋｗｈ） 1,729 1,695 1,853 1,686 1,678 

ガソリン 使用量（Ｌ/年） 3,927 3,849 4,350 3,829 3,811 

水削減 使用量（ｍ3）※１   36 日常管理 日常管理 使用量削減努力 

紙資源(廃棄物削減) 使用量（Kg/年）※１ 53.8 日常管理 日常管理 使用量削減努力 

エコキャスター拡販 販売量（個/年）※２ 52,592 292,141 275,360 280,867 286,374 

グリーン購入 品目(個/年) ※３ 6 10 8 購入努力 

・2015 年度からの目標値にいては、中部電力 二酸化炭素排出係数 0.513 ㎏-CO2/kWh を適用。 

・ガソリン二酸化炭素排出係数 2.32 ㎏-CO2/Ｌ適用 

・化学物質使用の使用は無い。 

2019 年度以降の目標設定：2018 年度の実績を踏まえ以下のように変更する。 

・化石燃料(電量、ガソリン)使用料は「2014 年度を基準とし、0.5％/年(毎年上積み)減」を継続。 

※１水道水使用量、紙使用量は 2019 年度以降「使用量削減努力」とし数値把握のみとする。 

※２エコキャスター目標は 2019 年度以降「2018 年度比２％/年(毎年)増」を目標とする。 

※３グリーン購入は 2019年度より数値目標「購入努力」とし、数値把握のみとする。 

 

mailto:taiyok@d9.dion.ne.jp
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５．環境活動計画(太字は 2019年度追加実施項目)/2018年度・2019年度 

No 環境活動計画 主な活動計画 

1 電力使用量削減による CO²排出量削

減 

1. 不必要時のスイッチ OFFの励行 

2. エアコン･ファンヒーター等の設 

定温度を夏 28℃、冬 20℃とする 

他の空調機器の設定温度のこまめな設定 

3．特に、照明、エアコンのこまめな調整に

心がける 

2 自動車化石燃料消費削減による CO²

排出量削減 

1. 車輌の省エネ運転の実施 

・エコドライブの実践 

・アイドリングストップ 

・急発進・急加速・空吹かしの排除 

2. 運転手による燃料消費量の監視 

・給油時カウンター「０」の励行 

3. こまめな車輌点検の実施 

・タイアの空気圧等 

4．エコドライブの再認識をする 

3 節水 1. こまめに蛇口をとめる 

2. 漏水の確認 

4 紙（廃棄物）使用量の削減 1. 分別による古紙のリサイクル 

2. 裏紙使用（機密情報書類以外の裏紙） 

3. 帳票見直しによる印刷物の削減 

4．不要な受信 FAXは印刷しない 

5 エコキャスターの拡大販売 1. エコキャスターがあることの宣伝 

2. 認知度段階から商品ラインナップの拡

大を図る 

6 グリーン購入 1．エコ商品の購入に努める 

 

 

 

 



6 

 

６．環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 

活動の内容 達成状況 評価（結果と今後の方向） 

○CO２排出量の削減 目標：9,805 

実績：11,049 

達成率：89％ 

目標未達成 

営業の効率は向上したが、社内業務は改善

の余地がある。今後の目標とする。 

○電力の削減 

消灯の徹底 

エアコンの温度調整 

目標：1,695 

実績：1,853 

達成率：91％ 

目標未達成 

新社屋の移転に伴い電力の消費が増えた。 

こまめな調整を心がける。 

○ 化石燃料の削減 

エコドライブの徹底 

目標；3,849 

実績：4,350 

達成率：88％ 

目標未達成。 

今後 効率のよい営業・配達に努め、エコ

ドライブを再認識する。 

○ エコキャスターの拡販 

周知の徹底 

目標：292,141 

実績：275,360 

達成率：94％ 

目標未達成。ユーザーがよりコストの安い 

志向が強く エコキャスターの販売が延

び悩んだ結果である。 

〇 グリーン購入 

 

目標：10 品目 

実績：8 品目 

達成率：80％ 

目標未達成 

消耗品の買い替えを少しでも遅らせ 経

費節約を意識した結果である。 

総じて 

2018 年度は、新社屋の移転に伴い 今まで以上のお客様へのフォローや拡販に努めた結果 

CO２排出量が増加した。次年度は CO2 排出量削減を前面に掲げ努力したい。 
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７環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無 

 法規制 遵守事項 評価 

１ 名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及

び資源化の促進に関する条例 

北区環境事業所の指導に基づいて処理 ○ 

２ 自動車リサイクル法 リサイクル税の負担、廃車時の適正処理 ○ 

３ 家電リサイクル法 家庭用エアコン 今 期 該

当なし 

＊遵守評価の結果、環境関連法規制/その他要求事項への違反事項はありませんでした。

また関係当局より違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。 

＊当社が取扱うキャスター全般に関して、RoHS 指令 6 項目に該当する有害化学物質に

ついて、意図的使用はありません。 

 

 

 

 

 

８．代表者による全体評価と見直しの結果 

 代表取締役による定期見直しを 2019年 6月 21日に実施しました。 

今まで順調な拡大をしてきた“エコキャスター”が やや売り上げが鈍る結果にな

ったことは遺憾である。が、数字の中身を顧みた時に 『売れ筋』はやはり安価なエ

コよりも単価優先の市況を感じた。今後は“エコキャスター”への切り替え・PR の

声を大にして 少しでも環境を意識した販売に努めたい。 

環境方針、環境活動計画及び環境経営システムについて、継続します。 

エコアクション２１の環境経営システムを今後も活用し、継続的改善に取り組みます。 
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９．『 エコキャスターについて 』 

 

 

エコキャスター（エラストマーキャスター）について 

 

本来 キャスターは消耗品で 車輪の摩耗・ベアリングのへたり等 使用頻度に則

して劣化する。  

新規に交換されたキャスターは 従来は「産業廃棄物」として大半が処理されて

いる。  

エラストマー車輪は 芯金：ＰＰにエラストマーを巻き 車輪としている。  

通常は芯金に剥離しないように接着剤を塗布するが エラストマー車輪に限っ

ては一切なく インジェクションによる二重成型にて構成されている。 

通常 車輪を「二次リサイクル」を想定した場合 芯金と巻物を剥離し 各々の材

料に合わせて分類から始まる。  

エラストマー車輪に限っては「剥離」等の手間なく車輪そのままが二次リサイ

クルの行程にまわる。 

現状 当社が推奨するエラストマーキャスターは支持金具に車輪を装着すると

きにボルト締めにて固定（一般品はリベットカシメ）する。そうすれば 交換後 

車輪と金具が容易に分別でき 各々の二次リサイクルが可能になる。 

     分解が容易   
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１０．エコアクション 21 実施体制・責任・権限 

                           2019 年 6 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部署 責任・権限 

代表者 ・環境方針の設定及び見直し 

・環境経営システムに必要な経営資源の提供 

・環境経営システム組織の構築及び責任・権限の明確化 

・環境管理責任者の指名  ・環境活動レポートの作成及び公表 

・環境経営システムの取組状況の評価及びみ直し 

・環境関連法規、条例及びその他の規制の承認 

・教育・訓練の計画の承認  ・緊急事態の想定、対応策の承認 

・環境目標及び環境活動計画の承認 

・是正処置及び予防処置の承認 

環境管

理責任

者 

・環境経営システムの構築・運用、維持、運用状況の代表社への報告 

・環境への負荷の自己チェック及び・環境への取組の自己チェックの実施 

・環境関連法規、条例及びその他の規制の取りまとめ、順守状況の確認 

・環境目標及び環境活動計画の作成及び実施結果のとりまとめ・評価・対策実施 

・特定された項目の手順書作成及び運用管理 

・緊急事態の対応策の策定、テスト、教育・訓練 

・是正処置及び予防処置の実施 

従業員 

 

 

・環境方針・環境目標・環境活動計画を理解し、環境活動を実行する。 

 

代表取締役 

（椙山 篤） 

従業員 

環境管理責任者 

兼実務担当者 

(椙山智子) 

（椙山 篤） 


